
平成２８年度和水町移住・定住PRツール制作業務募集要領 

１ 目的 

この要領は、平成２８年度和水町移住・定住PRツール制作業務について、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随意契約の相手方となるべき者を選定するに

あたり、企画提案を募り、応募した事業者から業務委託候補者を選定するために必要な事

項を定めるものとする。 

 

２ 委託業務 

（１）業務の名称 

    平成２８年度和水町移住・定住PRツール制作業務 

（２）業務の目的 

和水町への移住を促進するため、移住・定住イベント等への参加者を対象に和水

町をPRするためのツールを制作し、和水町への移住等に向けた動機付け及び和水町

の知名度の向上を図る。 

（３）業務の内容 

仕様書を参照のこと 

（４）委託期間 

契約締結の日から平成２９年３月１０日 

（５）予算上限額 

４，０００，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

 

３ 応募に関する参加資格要件 

このプロポーザルに参加するためには、次に掲げる全ての要件を満たす必要がある。 

（１）本提案に基づく要求仕様書の内容を適切かつ確実に遂行できる十分な事業規模及び

安定的な経営基盤を有すること。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て

又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立

てがなされていないこと。 

（４）会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始

又は破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開

始の申立てがなされていないこと。 

（５）団体等の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しないもの又は禁固刑以上の刑に

処せられている者がいないこと。 

（６）町税等の滞納がないこと。 



（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2

号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている団体（以下「暴力団等」と

いう。）でないこと。 

（８）団体等の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団等の構成員又は暴力団等

の関係者と密接な関係を有する者がいないこと。 

（９）本業務の実施にあたり、本町との連絡調整、打合せ等に適切かつ迅速に対処できる

こと。 

（10） 個人情報等の保護に関する法令等を遵守すること。 

 

４ スケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 

公募開始日 平成２８年１１月２２日（火） 

参加表明書の提出期限 平成２８年１１月３０日（水） 

企画提案書の提出要請 平成２８年１２月 １日（木） 

企画提案に関わる質問の受付期限 平成２８年１２月 ５日（月） 

企画提案書提出期限 平成２８年１２月 ９日（金） 

企画提案書審査（プレゼンテーション） 平成２８年１２月中旬 

企画提案書審査結果の通知 平成２８年１２月中旬 

契約締結 平成２８年１２月下旬 

 

５  公募期間及び参加申し込み方法 

（１）公募期間 

   平成２８年１１月２２日（火）から平成２８年１１月３０日（水）まで 

（２）提出書類 

参加表明書（様式第１号） 

誓約書兼同意書（様式第２号） 

法人登記簿謄本（写しでも可） 

類似業務のこれまでの実績等を必要書類として添付 

（３）提出期限 

平成２８年１１月３０日（金）午後５時必着 

（４）提出方法 

下記に持参又は郵送により提出してください。 

（郵送により提出する場合は、簡易書留とし、提出期限までに必着とする。） 

※FAX 及び電子メールによる提出は受け付けない。 

（５）申込書提出先 

〒865-0192熊本県玉名郡和水町江田３８８６番地 



和水町役場まちづくり推進課 地域振興係 

（６）参加資格の審査結果の通知 

参加表明書の受付締切り後、参加資格の審査を行い、参加資格を有するものに対し企

画提案書の提出を要請します。 

 

６ 質問書について 

（１）提出書類 

質問書（様式自由） 

（２）提出期限 

平成２８年１２月５日（月）午後５時必着 

（３）提出方法 

FAX又は電子メールによること。送信後は到達の確認を必ず行うこと。 

（４）提出先 

和水町役場 まちづくり推進課 地域振興係 ※５ の（５）参照 

（５）質問への回答 

ア 平成２８年１２月８日（金）までに、参加表明事業者に質問内容とともに電子

メールにて回答する。ただし、質問内容が質問者固有の提案内容等に密接に関わ

るものについては、質問者に対してのみ回答する。 

イ アの質問書に対する回答は、公募要領等の追加又は修正があったものとする。 

 

７ 企画提案書について 

（１）企画提案方法 

企画提案書の提出を要請されたものは、企画提案書提出書（様式第３号）及び企画提

案書を提出してください。 

（２）企画提案書の作成要領 

①企画提案書 

②提案の内容 

③添付書類  

(ｱ) 見積書(任意様式) 

(ｲ) 会社概要等（パンフレット）  

(ｳ) 任意の付属書類  

(ｴ) その他町が提出を求めた書類①費用について 

④人員組織体制について 

⑤同様の事業に関する実績等 

⑥自由提案 

（３）提出方法 



紙ベースでの提案書７部を平成２８年１２月９日（金）午後５時までに上記５の（５）

の申込書提出先へ持参又は郵送により提出してください。（郵送により提出する場合は、

簡易書留などの対応を推奨します。） 

（６）プレゼンテーションの実施  

①日時及び場所  

平成２８年１２月中旬を予定しています。日時・場所については別途案内いたしま

す。  

②実施時間  

プレゼンテーションは各事業者２０分程度（準備時間を含む。）とします。  

③プレゼンテーションの方法  

提出していただいた企画提案書により行います。プロジェクター等の利用する場合

は事業者で準備してください。  

（７）参加辞退 

参加表明書提出後、都合により参加を辞退する場合は、辞退届（様式第４号）を持

参又は郵送により提出してください。（郵送により提出する場合は、簡易書留を推奨 し

ます。）  

 

８ 質問及び回答について  

（１）企画提案書の作成等について質問がある場合は、次のとおり質問書により提出する

こと。 

①提出書類 質問書（任意様式） 

②提出期間 平成２８年１２月６日（火）までの休日を除く、午前８時３０分から午

後５時まで  

③提出場所 和水町役場 まちづくり推進課 地域振興係  

④提出方法 持参、又は電話連絡の上、ＦＡＸ若しくは電子メールにより提出 

（２）質問に対する回答は、参加表明書を提出している者全てに対し、電子メールにより

行うものとする。  

 

９ 受託候補者の選定 

（１）選定審査委員会 

企画提案書の審査等は、「和水町移住・定住PRツール制作委託業務選定審査委員会」

にて行い、最高得点を獲得した事業者を本業務の受託候補者とします。なお、受託候

補者に契約を締結することができない何らかの事由が発生した場合は、次順位者及び

それ以降順位者の繰上げにより新たに受託予定者として手続きをすることとします。 

 

１０ 審査結果の通知 



審査結果については、プロポーザルに参加した事業者全てに文書で通知します。なお、

審査結果についての異議申立ては受け付けません。  

 

１１ 失格条件 

参加者及び受託候補者と決定した事業者に次に掲げる事由が生じた場合は、プロポーザ

ルの参加資格又は受託候補者の決定を取り消します。 

（１）提案書作成に係る不正行為が認められた場合 

（２）３の参加資格を満たさなくなった場合 

（３）定められた以外の手法により、選定審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援

助を直接的、間接的に求めた場合 

 

１２ その他 

（１）提出された書類は返却しません。 

（２）提案に要する経費は、提案者の負担とします。 

（３）応募者は複数の提案を行うことはできません。 

（４）提出された参加表明書及び企画提案書は、それぞれの提出期限までは自由に改変で

きるものとします。ただし、改変しようとする場合には、提出された書類を一旦持ち

帰り、改めて改変された書類を提出することとます。 

（５）提出期限を過ぎた後は、参加表明書及び企画提案書の訂正及び改変はできないもの

とします。 


